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用語の解説 

はじめに 

 

我が国における少子化の進行は、社会の活力の低下だけではなく、将来の社会保障をはじめと

する社会経済全体に極めて深刻な影響を与えるものと懸念されています。また、少子化の進行を

はじめ、核家族化の増加や経済の低成長、地域コミュニティの希薄化により子どもたちや家庭を

取り巻く子育て・社会環境も近年は大きく変化しています。 

このような中、2012年（平成 24年）８月に制定された子ども・子育て関連３法※1に基づきスタ

ートした子ども・子育て支援新制度では、市町村の権限と責任が大幅に強化され、幼児期の教育・

保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みや確保方策を定める「子ども・子育て支

援事業計画」の策定が「子ども・子育て支援法」において義務付けられました。 

本市では、2015年（平成 27年）３月「第１期伊達市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第

１期計画」という。）を策定し、これに基づき 2018年度（平成 30年度）には、ひまわり保育所

の移転新築と定員を拡大するなど、子育て環境の充実に努めております。 

また、近年、社会問題ともなっている児童虐待は、本市においても例外ではなく、発生件数は

増加傾向にあり、これらの未然防止や早期発見の観点から、子育て支援センターでの取り組みを

はじめとする様々な子育て支援事業の重要性はより増しています。 

本計画は、第１期計画の計画期間満了に伴い、国における子育て支援制度や本市の現状を踏ま

えつつ、本市の子育て支援の方向性を定めるために策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
※1 子ども・子育て関連３法：①「子ども・子育て支援法」、②「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改

正）、③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（関係

法律の整備法：児童福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正）。 
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用語の解説 

第１章 計画の概要 

 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づき、すべての子どもたちと子育て

家庭を対象に、本市の子ども・子育て支援事業の目標や方向性を示したものである。 

計画策定に当たっては、国の動向や本市の現状を踏まえるとともに、これまでの市の取り

組みとの継続性を保ちつつ、様々な分野の取り組みを総合的・一体的に進めるために、上位

計画である第７次伊達市総合計画※1をはじめとする既存計画との整合・連携を図る。 

 

 

２ 計画の期間 

本計画は、2020年度（令和２年度）から 2024年度（令和６年度）までの５年間を計画期

間とする。また、2022年度（令和４年度）に中間見直しを実施することとする。 

 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

          

伊達市子ども・子育て支援事業計画 

〔第１期〕 

伊達市子ども・子育て支援事業計画 

〔第２期〕 

  

中
間
見
直
し 

 

第
２
期
計
画
の
策
定 

  

中
間
見
直
し 

 

第
３
期
計
画
の
策
定 

 

    
 

 

 

 

 

 

                                         
※1 

第７期伊達市総合計画：伊達市のまちづくりの最上位に位置づけられる計画。計画期間は、2019

年度（令和元年度）～2028年度（令和 10年度）。 
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用語の解説 

３ 計画の策定方法 

（１）市民ニーズ調査の実施 

計画策定に当たり、子育て家庭の実態や子育て支援に関するニーズを把握し、基礎資料と

するために、就学前児童・小学生・中学生・高校生の保護者を対象に「第２期伊達市子ども・

子育て支援事業計画ニーズ調査」（以下「ニーズ調査」という。）を実施した。 

 

【表1-1】 

対 象 配 付 数 回 収 数 回 収 率 

就学前児童保護者 600票 306票 51.0％ 

小学生・中学生・高校生保護者 1,000 票 616票 61.6％ 

 小学生保護者 590票 334票 56.6％ 

 中学生保護者 240票 161票 67.1％ 

 高校生保護者 170票 118票 69.4％ 

 年齢無回答  3 票  

全体 1,600 票 922票 57.6％ 

 

【表1-2】 

 就学前児童の保護者 小学生・中学生・高校生の保護者 

実施期間 2019年（平成 31年）１月 21 日～２月５日 

配付方法 幼稚園・保育所を通じて配付または郵送 学校を通じて配付 

回収方法 幼稚園・保育所を通じて回収または郵送 学校を通じて回収または郵送 

 

 

（２）子ども・子育て会議※1による意見聴取 

市民からの意見を計画に反映させるため、子育てに関する有識者、事業主代表、労働者代

表及び子育て当事者等から構成する「伊達市子ども・子育て会議」を 2018年度（平成 30年

度）～2019年度（令和元年度）にかけて５回開催し、意見聴取を実施した。 

                                         
※1 子ども・子育て会議：幼稚園・認定こども園・認可保育所等の利用定員や、子ども・子育て支

援事業計画の策定・進捗管理などについて意見を聴くための会議。 
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状 

 

１ 伊達市の人口動態 

（１）総人口及び年少人口の推移 

本市の総人口は、2000年（平成 12年）から 2005年（平成 17年）までほぼ横ばいで推移

しているが、2010年（平成 22年）からは減少に転じている。また、年少人口（15歳未満）

は、2000年（平成 12年）に 4,783人だったものが、2018年（平成 30年）には 3,679人と

なり、総人口に対する割合は 12.9％から 10.7％と減少している。 

 

【グラフ2-1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表2-1】 

（人、％） 

年齢 2000年 2005年 2010年 2015年 2018年 

総人口 37,139  37,066  36,278  34,995  34,439  

年少人口 4,783  4,615  4,276  3,966  3,679  

 割合 12.9 12.5 11.8 11.3 10.7 

資料：2000年（平成 12年）～2015年（平成 27年）は国勢調査、 

2018年（平成 30年）は住民基本台帳人口（各年 10月１日） 
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0
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55.4% 54.4% 53.7% 53.1% 52.6%

33.4% 34.3% 35.2% 36.1% 36.9%

0%

20%
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（２）年齢３区分別人口の推移 

第１期計画期間の本市の年齢３区分別人口について推移をみると、年少人口（15歳未満）

及び生産年齢人口（15～64歳）は減少する一方で、老年人口（65歳以上）は増加している。

総人口に占める割合は、年少人口は 10％台でほぼ横ばいで推移しているのに対し、老年人口

は 33.4％から 36.9%まで増加している。 

 

【グラフ2-2】 

■年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ2-3】 

■総人口に占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日） 
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（３）小学生以下人口の推移 

第１期計画期間の本市の小学生以下の人口推移は、2015年（平成 27年）の 3,096人が 2019

年（平成 31年）には 2,714人と、およそ 400人減少している。出生数の多かった 2015年（平

成 27年）生まれを含む年齢層の人口は一時的に増加しているが、それ以外の年齢層はいず

れも減少している。 

 

【グラフ2-4】 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【表2-2】 

（人） 

年齢 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

0 歳 194  243  172  168  169  

1～2歳 435  425  463  429  349  

3～5歳 750  708  699  666  665  

就学前 計 1,379  1,376  1,334  1,263  1,183  

低学年 841 829  781  735  700  

高学年 876 888  849  854  831  

小学生 計 1,717 1,717  1,630  1,589  1,531  

計 3,096 3,093  2,964  2,852  2,714  

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日） 
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（４）出生数・出生率の推移 

過去５年間の出生数は、2015年（平成 27年）に一時的に増加したもの、減少傾向が続い

ている。人口 1,000人当たりの出生数を示す本市の出生率と全国・北海道の出生率を比較す

ると、本市はすべての年で下回る状況で推移している。 

 

【グラフ2-5】 

■出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ2-6】 

■出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口動態（各年１月１日～12月 31日） 
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２ 子育て環境の状況  

（１）世帯構成比の状況 

2015年（平成 27年）の国勢調査では、本市の世帯類型の構成比は、単独世帯が 32.5％、

核家族世帯が 60.3％、三世代世帯が 3.8％、その他の世帯が 3.4％となっており、2010年（平

成 22年）と比較すると単独世帯の構成比が高まる一方、核家族世帯と三世代世帯が減少し

ている。また、全世帯に占める単独世帯の構成比は全国・北海道よりも低く、核家族世帯の

構成比が高くなっている。 

 

【グラフ2-7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表2-3】 

  
2010年 2015年 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 

単独世帯 4,706 30.9% 4,857 32.5% 

核家族世帯 9,190 60.4% 9,012 60.3% 

 夫婦のみ 4,324 - 4,279 - 

 夫婦と未婚の子 3,513 - 3,318 - 

 ひとり親と未婚の子 1,353 - 1,415 - 

三世代世帯 718 4.7% 569 3.8% 

その他の世帯 613 4.0% 515 3.4% 

一般世帯 計 15,227 100.0% 14,953 100.0% 

資料：国勢調査（各年 10月１日） 

 

※上表の世帯類型は下記の通り 

 

世 帯 
一般世帯 

単独世帯 

親族のみの世帯 
核家族世帯 

三世代世帯 

その他の世帯 

施設等の世帯 
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（２）６歳未満の親族のいる世帯の状況 

本市の６歳未満の親族のいる世帯数は、2005年（平成 17年）に 1,205世帯であったが、

2015年（平成 27年）には 1,043世帯と減少している。また、一般世帯に占める割合も、2005

年（平成 17年）に 8.4％だったものが 2015年（平成 27年）には 7.0％と減少している。 

 

【グラフ2-8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表2-4】 

 2005年 2010年 2015年 

６歳未満の親族のいる世帯数 世帯 1,205 1,167 1,043 

一般世帯に占める割合 ％ 8.4 7.7 7.0 

資料：国勢調査（各年 10月１日） 
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（３）女性の就業状況 

2015年（平成 27年）の国勢調査における年齢別の女性の就業率は、25歳～54歳の年齢層

において７割を超え、2010年（平成 22年）を上回る結果となっている。 

また、女性の就業率は、かつて出産・育児期に当たる 20歳代後半から 30歳代の年齢層の

就業率が下がり、М字カーブを描く傾向がみられていた。2010年（平成 22年）の国勢調査

では、本市でもこの傾向が現れていたが、2015年（平成 27年）の国勢調査では、この傾向

が薄くなっており、働き続ける女性が多いことが推察される。 

2015年（平成 27年）の国勢調査において、就業している女性の割合を全国・北海道と比

較すると、65歳未満の年齢層において全国・北海道を上回っている。 

 

【グラフ2-9】 

■本市の女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ2-10】 

■平成27年の女性就業率（本市、全国、北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料：国勢調査（各年 10月１日） 
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用語の解説 

44.0% 52.8%

72.0% 79.2%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 (H22) 2015 (H27)

末子が６歳未満

末子が６歳～12歳未満

（４）子どものいる世帯の就業状況 

2015年（平成 27年）の国勢調査によれば、本市の末子が６歳未満の世帯における共働き

率※1は 52.8％、末子が６～12歳未満の世帯における共働き率は 79.2％となっている。いず

れも全国・北海道の値を上回っており、特に末子が６～12歳未満の世帯では 10ポイント以

上高くなっている。 

また、2010年（平成 22年）の国勢調査と比較すると、末子が６歳未満の世帯で 8.8ポイ

ント増、末子が６～12歳未満の世帯で 7.2ポイント増と、末子が小学生以下の子どものいる

世帯における共働き家庭の割合が高くなっている。 

 

 

【グラフ2-11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表2-5】 

  2010年 2015年 

 

 

共働き 

世帯数 
共働き率 

共働き

世帯数 
共働き率 

北海道 

共働き率 

全国 

共働き率 

末子が６歳未満 

世帯 

一般世帯 454 44.0% 488 52.8% 44.7% 48.5% 

 核家族世帯 390 42.1% 448 52.0% 47.8% 47.3% 

 三世代世帯 64 61.0% 40 63.5% 56.5% 58.8% 

末子が６～12歳

未満世帯 

一般世帯 503 72.0% 527 79.2% 65.4% 66.2% 

 核家族世帯 448 71.9% 478 78.9% 71.1% 64.5% 

 三世代世帯 55 72.4% 49 81.7% 75.4% 76.9% 

資料：国勢調査（各年 10月 1日） 

 

 

 

 

                                         
※1 共働き率：夫婦がいる一般世帯で、かつ、夫婦いずれも就業している割合。 

北海道 65.4% 

全国  66.2% 

北海道 44.7% 

全国  48.5% 
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12.7 
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11.8 

2.6 

67.0 

27.8 
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いずれもいない

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

（％）

就学前児童

n=306

小 学 生

n=334

中 学 生

n=161

高 校 生

n=118

用語の解説 

３ ニーズ調査結果からみた子育て環境 

（１）子どもをみてもらえる親族・知人の存在 

ニーズ調査においては、子どもをみてもらえる親族や知人が「いずれもいない」という回

答が１割程度となっている。 

一方で、子どもをみてもらえる人の存在としては、「日常的に祖父母等の親族にみてもら

える」「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」を合計すると、８割

以上となる。 

しかしながら、これらの８割のうち、子どもをみてもらっている現状に「特に問題はない」

と回答した保護者は、就学前児童で 56.3％、小学生で 57.8％、中学生で 58.8％、高校生で

75.3％にとどまっており、就学前児童・小学生・中学生のおよそ４割強、高校生のおよそ２

割の保護者が、子どもを見てもらう現状に何らかの問題や不安があると考えていることが推

察される。 

また、自由意見では、一時預かり事業※1の土曜日実施や増設、病児保育事業※2の増設、フ

ァミリー・サポート・センター※3などの一時的または緊急時の保育の拡充を求める意見が複

数あった。 

 

【グラフ2-12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ グラフの「ｎ」は、集計対象者数 

                                         
※1 

一時預かり事業：保護者の就労や、疾病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負

担解消のため、一時的に保育所等において保育を実施する事業。 
※2 

病児保育事業：幼稚園・認可保育所等に通っている児童が、疾病によって集団生活が困難な場

合に一時的に預かる事業。 
※3 ファミリー・サポート・センター：子どもの預かり等の援助を受けることを希望する人と、援

助の実施を希望する人との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業。 
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（２）保護者の就労状況 

 ①母親の就労状況 

母親の就労状況のうちフルタイム就労の割合は、就学前児童保護者の 49.3％、小学生保護

者の 40.5％、中学生保護者の 50.6％、高校生保護者の 50.9％であった。また、パート・ア

ルバイト就労の割合は、就学前児童保護者の 35.0％、小学生保護者の 45.3％、中学生保護

者の 36.5％、高校生保護者の 38.6％であった。 

就学前児童保護者、中学生保護者、高校生保護者ではフルタイムでの就労割合がパート・

アルバイト等の就労割合を上回っているが、小学生保護者のみ、パート・アルバイト等での

就労割合がフルタイムでの就労割合を上回っている。 

フルタイムとパート・アルバイト等での就労割合をあわせると、就学前児童保護者の

84.3％、小学生保護者の 85.8％、中学生保護者の 87.1％、高校生保護者の 89.5％を占め、

８割以上の母親が就労している状況となっていた。 

 

【グラフ2-13】 
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50.6 

39.0 

45.0 

1.5 

4.3 

38.6 

36.5 

45.3 

34.3 
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0.9 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高 校 生

n=114

中 学 生

n=156

小 学 生

n=331

就学前児童

n=300

フルタイムで就労しており、休業中ではない フルタイムで就労しているが、休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、休業中ではない パート・アルバイト等で就労しているが、休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない これまで就労したことがない

無回答
 

※ グラフの「ｎ」は、集計対象者数 
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②父親の就労状況 

父親の就労状況については、就学前児童保護者の 94.5％、小学生保護者の 85.8％、中学

生保護者の 80.7％、高校生保護者の 76.7％であり、無回答を除くと９割以上の父親がフル

タイムでの就労形態であった。また、パート・アルバイト等の割合は、就学前児童保護者の

0.7％、小学生保護者の 0.3％、中学生保護者の 0.7％、高校生保護者の 1.0％と、すべての

層で 1.0％以下であった。 

なお、今回のニーズ調査において、育児・介護等休業中の父親はいなかった。 

 

【グラフ2-14】 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

高 校 生

n=103

中 学 生

n=150

小 学 生

n=309

就学前児童

n=273

フルタイムで就労しており、休業中ではない パート・アルバイト等で就労しており、休業中ではない

以前は就労していたが、現在は就労していない 無回答

 

※ グラフの「ｎ」は、集計対象者数 
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（３）ひとり親家庭・共働き家庭の状況  

国の「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』算出等の手引き」（以

下「国の手引き」という。）では、父母の有無や現在の就労状況などを類型化した「家族類

型」を求め、潜在的な家族類型ごとに、就学前の教育・保育や子ども・子育て支援事業のニ

ーズ量を求めることが示されている。 

潜在的な家族類型とは、現在パートタイムの方の「フルタイムへの転換希望があり、実現

できる見込みがある」、現在就労していない方の「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」が実現した場合を踏まえた分類となり、結果は表２－６のとおりである。 

現在の家族類型では、「ひとり親家庭」が 10.1％、「共働き家庭（タイプ B～F）」が 75.3％、

専業主婦（夫）家庭が 14.6％となっている。 

潜在的な家族類型では、「共働き家庭（タイプ B～F）」が 80.5％、専業主婦（夫）家庭

が 9.4％と推計され、ニーズ調査時点で専業主婦（夫）家庭のうち、５％程度は共働き家庭

となることが予想される。 

 

【表2-6】 

  
家族類型 

現在の家族類型 潜在的な家族類型 

  人数 割合（％） 人数 割合（％） 

ひとり親家庭 タイプA 29 10.1  29 10.1  

 フルタイム×フルタイム タイプB 130 45.2  136 47.3  

 フルタイム×パートタイム※１ タイプC 64 22.2  73 25.3  

両親が フルタイム×パートタイム※２ タイプD 22 7.6  22 7.6  

いる家庭 パートタイム×パートタイム※１ タイプE 0 0.0  0 0.0  

 パートタイム×パートタイム※２ タイプF 1 0.3  1 0.3  

 専業主婦（夫）家庭 タイプG 42 14.6  27 9.4  

 無職×無職 タイプH 0 0.0  0 0.0  

合計 288 100.0  288 100.0  

※１：パートタイム等就労で月間就労時間が 120時間以上 

※２：パートタイム等就労で月間就労時間が 120時間未満の方で現在幼稚園を利用しており、今後も幼稚園利

用を希望する方 
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（４）子育て環境の満足度  

環境や支援への満足度については、「満足している」「やや満足している」と回答した割

合は、就学前児童保護者では 35.7％となっている。しかし、小学生保護者では 17.7％、中

学生保護者では 13.1％、高校生保護者では 13.5％と、いずれも２割未満となっており、小

学生以上の保護者の満足度は就学前児童保護者と比較して低くなっている。 

一方、「やや不満である」「不満である」という回答は、就学前児童保護者では 19.0％、

小学生保護者では 42.8％、中学生保護者では 39.7％・高校生保護者では 28.8％と、小学生

保護者と中学生保護者では約４割が不満を感じている結果となっている。 

 

 

【グラフ2-15】 
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12.7 
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16.5 

25.2 

51.7 

44.1 

37.4 

42.8 

24.6 
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31.4 

15.7 

4.2 

13.0 

11.4 

3.3 

5.9 

3.1 

2.1 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高 校 生

n=118

中 学 生

n=161

小 学 生

n=334

就学前児童

n=306

満足している やや満足している ふつう やや不満である 不満である 無回答

 

※ グラフの「ｎ」は、集計対象者数 

【表2-7】 

「満足している」・「やや満足している」理由  「やや不満である」・「不満である」理由 

〇子どもが病気のときでも安心な環境である（小児科

がある、医療費、病児保育がある など） 

〇充実した環境（遊び場が多い、自然が多い、気候が

よい など） 

〇子育てに必要な施設（サービス）が整備されている 

〇子育てを支えてくれる人がいる（祖父母や親族、地

域の人が見守ってくれるなど） 

〇治安がよい、防犯対策がしっかりしている 

〇特に不便を感じないから 

 

〇子どもの医療体制が充実していない（医療費助成の

範囲が狭い、予防接種が高い、小児救急医療体制） 

〇子どもの遊び場が少ない 

〇他自治体と比較し、子育て世帯への経済的支援が少

ない（保育料が高い、医療費が高いなど） 

〇市内とそれ以外の地域の環境の差（児童館、公園、

病院、習い事など） 

〇子育て世代よりも高齢者や障害者への支援の方が

充実していると感じる 

※理由として回答のあった内容のうち、複数あったものを抜粋 
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特にない

その他

ひとり親家庭などへの支援の充実

児童虐待防止対策の推進

子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策の推進

仕事と子育ての両立支援についての企業への普及・啓発

道路や施設などのバリアフリー化の推進

多子世帯の優先入居などの公営住宅などの住宅面の配慮

子どもたちの遊び場や機会の充実

教育環境の充実

母子保健サービスや小児救急医療体制の充実

ボランティア活動などの地域における子育て支援の充実

子育てのための経済的支援の充実

子育てに関する相談などの充実

（％）

小学生

n=334

中学生

n=161

高校生

n=118

 

（５）子育てのために充実してほしいと考える市の施策  

小学生・中学生・高校生保護者を対象に、子育てのために充実してほしいと考える市の施

策としては、小学生・中学生・高校生保護者で「子育てのための経済的支援の充実」がもっ

とも高い割合となっている。また、小学生保護者については、「子どもたちの遊び場や機会

の充実」が同程度の高い割合となっている。 

自由意見では、就学前児童保護者、小学生・中学生・高校生保護者ともに、無償化を含む

医療費助成や対象拡大、公園・屋内施設など遊び場の整備を望む意見が複数あった。いずれ

も周辺の市町村の状況と比較している意見が多くみられた。 

 

【グラフ2-16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ グラフの「ｎ」は、集計対象者数 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

子どもは、地域の将来を支える宝であり、子どもを安心して生み育てることができる環境づ

くりや、子どもの安心・安全な居場所を確保することは重要である。そのためには、保護者が

子育ての第一義的な責任を有するという基本認識のもと、第１期計画の取り組みとの継続性を

踏まえながら、充実を図っていく必要がある。 

本計画では、第７次伊達市総合計画における子どもの教育と保育において目指すべき姿とし

て掲げた「子どもの健やかな成長を支援し『子育てするなら伊達市』の定着」を基本理念とし

て設定する。 

この基本理念に基づき、本市の子育てに関する環境をより良いものにし、子どもを安心して

産み育てることができるまちを目指すものである。 

 

２ 基本方針 

すべての子どもたちが健やかに育ち、保護者が子を育てる喜びを感じながら生活ができる伊

達市を実現するため、多様な子育て支援サービスや保育サービスを提供するとともに幼児教育

を推進する。 

また、幼児期は、人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、成長段階に応じて地域の様々

な人と触れ合うことができる多世代・異年齢交流を推進し、伊達市全体で子どもたちと保護者

を支えるまちづくりを進める。 
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用語の解説 

第４章 計画の前提条件 

 

１ 教育・保育提供区域の設定 

「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」※1では、「市町村は、地理的条件、人口、交通

事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の

整備状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より

容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定める必要があ

る」と示されている。 

本市においては、第１期計画策定時に、旧伊達市区域と大滝区を合わせた行政区１圏域を教

育・保育提供区域として設定したところである。 

第１期計画策定時から現時点までに、旧伊達市区域と大滝区との地理的条件はもちろんのこ

と、国の子育て支援制度やその他の社会的要因に大きな変化はなく、また、本市においては本

計画期間中に新たな施設整備も見込まれないことから、本計画では第１期計画と同様に、教育・

保育提供区域を行政区１圏域として設定する。 

 

 

 

 

 

                                         
※1 子ども・子育て支援法に基づく基本指針：国から示された「子ども・子育て支援事業計画」の

策定に当たって、記載すべき事項を記したもの。 
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用語の解説 

 

２ 量の見込みの算出について 

（１）量の見込みの算出に当たって 

本計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して、需要の指標となる量の見込みや

その確保方策を「教育・保育提供区域」ごとに設定する。 

量の見込みを算出すべき事業は以下のとおりである。 

 

【表 4-1】 

 教育・保育給付事業 対象年齢 

１ １号認定※1（認定こども園及び幼稚園）※専業主婦（夫）家庭、就労短時間家庭 ３～５歳 

２ ２号認定※2のうち、幼稚園利用希望がある家庭（認定こども園及び幼稚園） ３～５歳 

３ ２号認定（認定こども園及び保育所） ３～５歳 

４ ３号認定※3（認定こども園及び保育所＋地域型保育事業） ０～２歳 

 

【表 4-2】 

 地域子ども・子育て支援事業 対象年齢・学年 

１ 地域子育て支援拠点事業 ０～５歳 

２ 乳児家庭全戸訪問事業 ０歳 

３ 子育て短期支援事業 ０～５歳 

４ 一時預かり事業 １～５歳 

５ 病児保育事業 ０歳～６年生 

６ 延長保育事業 ０～５歳 

７ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）・放課後子ども教室 １～６年生 

８ 妊婦健康診査 ― 

９ 養育支援訪問事業等 ０～18歳 

10 利用者支援事業 ― 

11 ファミリー･サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） ０～５歳、１～６年生 

※２「乳児家庭全戸訪問事業」、８「妊婦健康診査」、９「養育支援訪問事業等」、10「利用者支援事業」は

事業形態の性質上、ニーズ調査とは別に量の見込みを算出。 

 

（２）量の見込みの算出方法 

量の見込みの算出に当たっては、原則として国の手続きに基づき、ニーズ調査から得た数

値から算出した。 

ただし、国の手引きは、標準的な算出方法を示すものであり、より効果的、効率的な方法

による算出を妨げるものではないとされているため、算出した数値と過去の実績値の間に大

きな乖離が認められた場合には、利用実態等を考慮した補正値をもって量の見込みとした。 

                                         
※1 １号認定：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前子ども。 
※2 ２号認定：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）。 
※3 ３号認定：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）。 
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用語の解説 
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３ 計画期間の人口推計 

（１）コーホート変化率法※1による人口推計 

本市の将来人口をコーホート変化率法で推計すると、2019年（平成 31年）に 34,083人だ

った総人口は、2024年（令和６年）には 31,966人と 6.2％減少することが見込まれる。ま

た、2019年（平成 31年）に 3,594人だった年少人口は、2024年（令和６年）には 3,009人

と 16.3％減少し、少子化の急速な進行が見込まれる。 

 

【グラフ4-1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表4-3】 
（人、％） 

区分 
実績 推計 

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 

総人口 34,083  33,681  33,249  32,832  32,405  31,966  

年少（15 歳未満）人口 3,594  3,431  3,404  3,284  3,158  3,009  

年少人口割合 10.5% 10.2% 10.2% 10.0% 9.7% 9.4% 

資料：2019年（平成 31年）実績は住民基本台帳人口（各年４月１日）。2020年（令和２年）～2024年（令和
６年）の推計値は、2017年（平成 29年）～2019年（平成 31年）の住民基本台帳人口（各年４月 1日）
に基づき算出を実施したため、第７次伊達市総合計画における国立社会保障・人口問題研究所による国
勢調査人口に基づく数値とは一致しない。 

 

【グラフ4-2】 

■2019年（平成 31年）からの人口減少比 

 

 

 

 

 

 

                                         
※1 

コーホート変化率法：同じ年・時期に生まれた集団について、過去における実績人口の動勢か

ら変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する手法。 
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（２）小学生以下人口の見通し 

小学生以下の人口推計は、2020年（令和２年）には 2,583人、2024年（令和６年）には

2,255人と、300人程度減少することが見込まれる。 

 

【グラフ4-3】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【表4-4】 

（人） 

年齢 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 

０歳 164  162  164  160  156  

１～２歳 344  354  338  338  336  

３～５歳 612  594  532  510  501  

就学前 計 1,120  1,110  1,034  1,008  993  

低学年 689  682  682  632  586  

高学年 774  758  724  714  676  

小学生 計 1,463  1,440  1,406  1,346  1,262  

計 2,583  2,550  2,440  2,354  2,255  
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第５章 施策の展開 

 

１ 幼児期の教育・保育の現状 

 

【表５-1】 

■幼児期の教育・保育施設一覧 

（2019年（平成 31年）４月時点）    

区分 施設名称 定員（人） 

幼稚園 伊達幼稚園 120 

認可保育所 

ひまわり保育所 120 

くるみ保育所 90 

大滝保育所 30 

伊達保育所 60 

ふたば保育所 90 

うす保育所 30 

虹の橋保育園 60 

つつじ保育所 120 

小計 600 

認定こども園 

京王幼稚園 215 

  1 号 200 

 
2 号 15 

企業主導型保育所 

あんあん保育園ソラニワルーム 12 

  企業枠 6 

 
地域枠 6 

認可外保育所 伊達赤十字病院内保育所 35 

 
 

【表５-2】 

■本市における幼児期の教育・保育施設における入所率（市全体） 

（各年４月１日時点） 

 

 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

人口 入所者 入所率 人口 入所者 入所率 人口 入所者 入所率 人口 入所者 入所率 人口 入所者 入所率 

年 

齢 

０歳 194  21 10.8% 243  22 9.1% 172  22 12.8% 168  31 18.5% 169  26 15.4% 

１歳 212  80 37.7% 203  82 40.4% 253  87 34.4% 181  91 50.3% 170  85 50.0% 

２歳 223  93 41.7% 222  100 45.0% 210  107 51.0% 248  123 49.6% 179  108 60.3% 

３歳 245  216 88.2% 224  197 87.9% 231  201 87.0% 213  185 86.9% 234  217 92.7% 

４歳 237  229 96.6% 247  236 95.5% 225  216 96.0% 226  211 93.4% 208  195 93.8% 

５歳 268  254 94.8% 237  225 94.9% 243  235 96.7% 227  221 97.4% 223  210 94.2% 

計 1,379 893 64.8% 1,376  862 62.6% 1,334  868 65.1% 1,263  862 68.3% 1,183  841 71.1% 

※入所率については、入所者数÷各年４月１日時点の各年齢の住民基本台帳人口で算出 
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用語の解説 

（１）幼稚園 

市内の幼稚園は１施設で定員は 120人となっている。 

 

【表５-３】 

（各年４月１日時点） 

区分 
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

人数 入園率 人数 入園率 人数 入園率 人数 入園率 人数 入園率 

 ３歳 108  44.1% 92  41.1% 92  39.8% 19 8.9% 35 15.0% 

年 ４歳 97  40.9% 124  50.2% 103  45.8% 33 14.6% 24 11.5% 

齢 ５歳 132  49.3% 99  41.8% 119  49.0% 33 14.5% 30 13.5% 

 計 337  44.9% 315  44.5% 314  44.9% 85 12.8% 89 13.4% 

※入園率については、入園者数÷各年４月１日時点の各年齢の住民基本台帳人口で算出 

※2017年度（平成 29年度）までは、私立幼稚園が２園あり、うち１園は 2018年度（平成 30年度）から認定こ

ども園に移行 

 

 

（２）認可保育所 

市内には、市立３施設、私立５施設、あわせて８施設の認可保育所があり、合計の定員は

600人である。 

すべての各保育所で障がい児保育を実施しているほか、延長保育は４施設、休日保育は１

施設で実施している（表５-４）。 

2019年（平成 31年）４月１日時点で、国基準の待機児童※1が０人、潜在的な待機児童※2が

10人となっている。国基準の待機児童は、2018年度（平成 30年度）、2019年度（平成 31

年度）当初は０人となっているが、年度途中の入所希望に伴う待機児童の解消に至っていな

い(表５-５)。 

また、入所児童数については、年度当初時点では、０歳児は約 20人～30人、１～２歳児

は約 170人～200人、３～５歳児は約 330人～360人で推移している（表５-６）。 

 

 

                                         
※1 国基準の待機児童：調査日時点において、入所申込が提出されており、入所要件に該当してい

るが入所していない児童。 
※2 潜在的な待機児童：他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希望するな

ど、入所していない児童。 



25 

【表５-４】 

（2019年（平成 31年）４月時点） 

保育所名 設置 定員（人） 入所年齢 障がい児保育 延長保育 休日保育 

ひまわり保育所 市 120 
生後５か月～ 

満４歳未満 
〇   

くるみ保育所 市 90 
１歳６か月～ 

５歳 
〇   

大滝保育所 市 30 
生後５か月～ 

５歳 
〇   

伊達保育所 私 60 
１歳６か月～ 

５歳 
〇 〇  

ふたば保育所 私 90 
生後５か月～ 

５歳 
〇 〇  

うす保育所 私 30 
１歳～ 

５歳 
〇   

虹の橋保育園 私 60 
生後 57日～ 

５歳 
〇 〇 〇 

つつじ保育所 私 120 
生後５か月～ 

５歳 
〇 〇  

 

 

【表５-５】 

（人） 

 
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月１日 3月31日 4月１日 3月31日 

国基準 9 28 2 19 15 14 0 9 0 - 

潜在 10 6 33 12 19 13 3 19 10 - 

 

 

【表５-６】 

（各年 4月 1日時点） 

 

 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 

年 

齢 

０歳 21 10.8% 22 9.1% 22 12.8% 31 18.5% 25 14.8% 

１歳 78 36.8% 75 36.9% 83 32.8% 86 47.5% 80 47.1% 

２歳 92 41.3% 99 44.6% 102 48.6% 119 48.0% 103 57.5% 

３歳 108 44.1% 105 46.9% 108 46.8% 108 50.7% 134 57.3% 

４歳 132 55.7% 112 45.3% 113 50.2% 111 49.1% 115 55.3% 

５歳 122 45.5% 126 53.2% 116 47.7% 115 50.7% 111 49.8% 

計 553 40.1% 539 39.2% 544 40.8% 570 45.1% 568 48.0% 

※入所率については、入所者数÷各年４月１日時点の各年齢の住民基本台帳人口で算出 

※認定こども園京王幼稚園の２号認定は除く 
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用語の解説 

（３）認定こども園 

市内の認定こども園は、幼稚園型認定こども園が１施設あり、定員は 215人である。 

また、当該施設は 2018年度（平成 30年度）から１号認定を対象とした預かり保育を開始

している。 

 

【表５-７】 

区分 

2018年度 2019年度 

１号認定 ２号認定 １号認定 ２号認定 

人数 入園率 人数 入園率 人数 入園率 人数 入園率 

年 

齢 

定員 200 - 15 - 200 - 15 - 

３歳 54 25.4% 3 1.4% 44 18.8% 3 1.3% 

４歳 60 26.5% 6 2.7% 51 24.5% 4 1.9% 

５歳 67 29.5% 6 2.6% 60 26.9% 9 4.0% 

計 181 27.2% 15 2.3% 155 23.3% 16 2.4% 

※各年４月 1日 市内の利用者のみ 

※入園率については、入園者数÷各年４月１日時点の各年齢の住民基本台帳人口で算出 

 

 

（４）企業主導型保育所 

市内には、企業主導型保育所が１施設あり、定員は企業枠※1６人、地域枠※2は６人である。 

 

【表５-８】 

（人） 

区分 
2018年度 2019年度 

企業枠 地域枠 企業枠 地域枠 

 定員 6 6 6 6 

 ０歳 0 0 1 0 

 １歳 1 0 1 1 

年 ２歳 1 0 1 0 

齢 ３歳 1 0 1 0 

 ４歳 0 0 1 0 

 ５歳 0 0 0 0 

 計 3 0 5 1 

 ※各年４月 1日 市内の利用者のみ 

                                         
※1 

企業枠：企業の従業員の子どもを受け入れるための利用枠。 
※2 

地域枠：企業の従業員以外の子どもを受け入れるための利用枠。 
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（５）認可外保育所 

市内には、認可外保育所が１施設あり、定員は 35人である。 

 

【表５-９】 

（人） 

区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

 定員 35 35 35 35 35 

 ０歳 0 0 0 0 0 

 １歳 2 7 4 4 3 

年 ２歳 1 1 5 3 4 

齢 ３歳 0 0 1 0 0 

 ４歳 0 0 0 1 0 

 ５歳 0 0 0 0 0 

 計 3 8 10 8 7 

 ※各年４月１日 市内の利用者のみ 
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２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制 

（１）量の見込み 

ニーズ調査により得られた幼稚園、保育園、認定こども園等の利用者数の量の見込みは、

表５－10のとおりである。 

 

【表５-10】 

（人） 

 
 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① １号認定子ども（３歳以上保育の必要性なし） 145  141  126  121  119  

② ２号認定子ども（３～５歳、幼稚園の利用希望者） 103  100  90  86  85  

③ ２号認定子ども（３～５歳、保育所等利用希望者） 363 353 316 303 297 

④ ３号認定子ども（０歳） 41 41 41 40 39 

⑤ ３号認定子ども（１～２歳） 187 192 184 184 183 

合計 839 827 757 734 723 

※各年４月 1日時点 
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（２）提供体制（施設型給付） 

算出した量の見込みからは、現在の定員規模で充足することが見込まれる。 

しかしながら、例年、０歳児の年度途中での入所希望等によって年度末に向けて待機児童

が生じる傾向があり、この傾向は今後も続くことが予想されるため、保育士の確保に努める

ことが重要である。 

 

【表５-11】 

（人） 

  
（A） 

１号認定 

２号認定 ３号認定 再計 

（B） 

幼稚園希望 

（C） 

左記以外 

（D） 

0 歳 

（E） 

1～2 歳 

幼稚園 

（A）+（B） 

保育所 

(C）+(D)+(E) 

2020 

年度 

①量の見込み 145 103 363 41 187 248 591 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 72 9 62   

2021 

年度 

①量の見込み 141 100 353 41 192 241 586 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 79 19 57   

2022 

年度 

①量の見込み 126 90 316 41 184 216 541 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 104 56 65   

2023 

年度 

①量の見込み 121 86 303 40 184 207 527 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 113 69 66   

2024 

年度 

①量の見込み 119 85 297 39 183 204 519 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 116 75 68   
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（３）提供体制（地域型保育給付） 

 

①小規模保育事業 

小規模な施設で少人数（定員６～19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ

細かな保育を実施する。 

現在、市内での事業はないが、今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討する。 

 

 

②家庭的保育事業 

保育者の居宅などで家庭的な雰囲気のもと、少人数（定員５人以下）を対象にきめ細かな

保育を実施する。 

現在、市内での事業はないが、今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討する。 

 

 

③事業所内保育事業 

事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを対象に保育を実施する。 

現在、市内での事業はないが、今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討する。 

 

 

④居宅訪問型保育事業 

子どもの居宅で、障がい、疾病などで個別のケアが必要な場合等に１対１で保育を実施す

る。 

現在、市内での事業はないが、今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、

設置について検討する。 
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用語の解説 

（４）幼児期の教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保 

 

①基本的な考え方 

子どもたちの健やかな育ちとその過程を支えることは、地域の担い手を育成することであ

り、地域一丸となって取り組むべき重要な課題である。 

特に、幼児期の学びや経験は人格形成の基礎を培う上で非常に重要であり、子どもたちの

発達段階に応じた質の高い教育・保育の提供が必要となる。 

幼児期から小学校入学までの子どもたちに対しては、小１プロブレム※1へ可能な限り未然

に防止することが重要である。 

 

 

②推進方策 

本市では、「第２次伊達市教育振興基本計画」（以下「教育振興基本計画」という。）に

おいて、幼・保・小連携の推進方策としてアプローチカリキュラム※2の実施等を掲げている。 

保育所等における日常の取り組みはもとより、本計画においては、教育振興基本計画との

親和性を意識し、保育所、幼稚園、認定子ども園と学校との連携強化を進める。 

また、民間事業者から新たな施設設置等の申請があった場合には、その必要性及び定員等

について慎重に検討するとともに、適切な支援について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
※1 小１プロブレム：小学校に入学したばかりの小学校１年生が、集団行動が取れない、授業中に

座っていられない、話を聞かないなどの状態が数か月継続する現象。 
※2 アプローチカリキュラム：就学前の幼児が円滑に小学校の生活や学習に適応できるようにする

とともに、幼児期の学びが小学校の生活や学習で生かされ、つながるように工夫された５歳児

のカリキュラム。 
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３ 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制 

（１）地域子育て支援拠点事業 

【事業内容】 

乳幼児とその保護者が相互の交流を実施する場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を実施する。 

 

【現状】 

「子育て支援センターえがお」「子育て支援センターくろーばー」「子育て支援センター

おひさま」の３施設において実施している。 

 

【表５-12】 

開設名 開設年月 開放日 事業内容 

えがお 2001年11月 月・木 
相談業務、開放事業、えがおルーム、え

がお遊園地等 

くろーばー 2016年４月 月・水・金 
相談業務、開放事業 

※ふたば保育所に併設 

おひさま 2013年１月 月・火・木 
相談業務、開放事業 

※虹の橋保育園に併設 

 

【表５-13】 

実績 

区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

利用組数※ 延べ組数 4,242  4,300  5,022  5,044  

開放日数 日 382  382  385  378  

１日平均 人 25.5  25.5  28.9  29.2  

※利用実績（おとなの利用延べ人数）を延べ組数として表記 

 

【今後の方向性】 

少子化の進行に伴って利用者数の減少も見込まれる。しかしながら、保護者の育児ストレ

ス解消、乳幼児虐待の未然防止や早期発見等の役割にも柔軟に対応できるよう相談体制のよ

り一層の充実を図る。 

 

【表５-14】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 延べ組数 4,821 4,896 4,764 4,726 4,669 

確保の内容 
延べ組数 4,821 4,896 4,764 4,726 4,669 

施設数 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 
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４ 訪問系事業の量の見込みと提供体制 

（１）乳児家庭全戸訪問事業 

【事業内容】 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を実施する。 

 

【現状】 

保健師による訪問を実施している。 

 

【表５-15】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 人 222 194 175 182 

 

【今後の方向性】 

保護者が安心して子育てができるよう適切に支援し、事業を継続する。 

 

【表５-16】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 人 164 162 164 160 156 

確保の内容 人 164 162 164 160 156 
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５ 通所系事業の量の見込みと提供体制 

（１）子育て短期支援事業 

【事業内容】 

保護者の病気や出張等の「社会的理由」によって、一時的に家庭における養育が困難にな

った児童について、必要な保護を実施する。 

 

【現状】 

室蘭市内の児童養護施設に業務委託により実施している。一時的に家庭内で養育が困難に

なった場合、原則７日間を限度として入所することができる体制を整備している。 

 

【表５-17】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 人 0 0 0 0 

 

【今後の方向性】 

緊急時の受け入れ先として、児童養護施設に委託し、事業を継続する。 

 

【表５-18】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 人 0 0 0 0 0 

確保の内容 施設数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 
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（２）一時預かり事業（幼稚園型） 

【事業内容】 

幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の希望に応じて

児童の預かり保育を実施する。 

 

【現状】 

私立幼稚園１施設、認定こども園１施設において、在籍児童を対象に早朝や教育時間終了

後の預かり保育を実施している。 

 

【表５-19】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績  - - - 5,728 

 １号認定 延べ人数 - - - 5,728 

 ２号認定 延べ人数 - - - - 

 開所日数 日 - - - 265 

 １日平均 人 - - - 21.6 

 

【今後の方向性】 

現状の提供体制を継続する。 

 

【表５-20】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み  33,046 32,074 28,726 27,539 27,053 

 １号認定 延べ人数 7,694 7,468 6,688 6,412 6,299 

 ２号認定 延べ人数 25,352 24,606 22,038 21,127 20,754 

確保の内容 実施場所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 
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（３）一時預かり事業（一般型） 

【事業内容】 

保護者の就労や、疾病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担解消のため、

一時的に保育所等において保育を実施する。 

 

【現状】 

本市では、未就園児を対象に、市内保育所１施設において実施している。 

 

【表５-21】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 延べ人数 1,374 1,278 1,166 1,253 

 

【今後の方向性】 

現状の提供体制を継続する。 

 

【表 5-22】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 延べ人数 1,276 1,296 1,261 1,251 1,236 

確保の内容 延べ人数 1,276 1,296 1,261 1,251 1,236 
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（４）病児保育事業 

【事業内容】 

保育所や幼稚園等に通っている児童が、疾病によって集団生活が困難となった場合に一時

的に保育を実施する。 

 

【現状】 

小児科に併設されている施設１か所で実施している。 

１日定員は２名（疾病によっては最大３名）。 

 

【表５-23】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 延べ人数 322 259 252 301 

 

【今後の方向性】 

平常時は現在の定員で対応できているが、インフルエンザやノロウイルス等に集団感染し

た時は、すべてに対応することが困難な状況である。そのため、事業者における体制確保の

状況を踏まえながら、定員拡大の可能性について検討する。 

 

【表５-24】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 延べ人数 534 530 493 481 474 

確保の内容 延べ人数 534 530 493 481 474 
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（５）延長保育事業 

【事業内容】 

就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常の保育時間を延長して保育を実施

する。 

 

【現状】 

認可保育所４施設、認定こども園１施設において１時間の延長保育を実施している。 

 

【表５-25】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 
人 80 86 116 133 

施設数 ３か所 ３か所 ４か所 ５か所 

 

【今後の方向性】 

ニーズ調査結果では、20時台までの利用希望がある。今後のニーズを注視するとともに、

事業者の実施体制を踏まえながら、保育時間の延長について慎重に検討する。 

 

【表５-26】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 人 137 136 125 121 120 

確保の内容 施設数 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所 
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（６）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）・放課後子ども教室 

【事業内容】 

放課後児童クラブは、保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、適切な遊びや生

活の場を提供する。 

放課後子ども教室は、小学校の空き教室などを利用し、児童に安心・安全な居場所を設け、

地域の協力を得ながら、学習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流事業などの機会

を提供する。 

 

【現状】 

 ①放課後児童クラブ 

８施設 13の放課後児童クラブ（定員 415人、利用可能児童数 555人）を運営している。

登録児童数は 300 人台でほぼ横ばいであるが、在学児童数に対する利用率は微増している。 

 

【表５-27】 

対象小学校 児童クラブ名 定員（人） 
利用可能 

児童数（人） 
休日保育 

伊達小学校 うめのこ児童クラブ 40 56  

さくら児童クラブ 40 51  

あやめ児童クラブ 40 58  

東小学校 

黄金小学校 

第１やまびこ児童クラブ 35 49  

第２やまびこ児童クラブ 35 49  

第３やまびこ児童クラブ 40 58  

伊達西小学校 

関内小学校 

ほしのこ児童クラブ 40 44 〇 

かぜのこ児童クラブ 40 47  

きたのこ児童クラブ 40 47  

長和小学校 ながわ児童クラブ 20 25  

稀府小学校 まれふ児童クラブ 15 26  

有珠小学校 うす児童クラブ 15 25  

大滝徳舜瞥学校 おおたき児童クラブ 15 20  

 

【表５-28】 

 

 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 人数 入所率 

 

 

学 

 

年 

１年生 103 37.6% 123 47.3% 115 49.8% 106 44.0% 107 48.6% 

２年生 106 37.6% 100 35.7% 107 41.8% 111 47.6% 91 38.5% 

３年生 77 26.5% 88 31.4% 78 27.1% 81 31.6% 85 37.7% 

４年生 36 12.9% 39 13.5% 59 20.9% 53 18.7% 48 18.9% 

５年生 9 2.9% 15 5.4% 18 6.3% 26 9.2% 25 8.8% 

６年生 1 0.3% 3 1.0% 9 3.2% 7 2.4% 11 3.9% 

計 332 19.2% 368 21.7% 386 23.8% 384 24.3% 367 24.5% 
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②放課後子ども教室 

放課後子ども教室は、2017年度（平成 29年度）に伊達西小学校、2018年度（平成 30年

度）に長和小学校で開設した。「学習の日」を月２回程度、「遊び・交流・体験の日」を月

１回程度開催しており、事前登録のうえ、参加は申込制となっている。 

 

【表５-29】 

 2017年度 2018年度 2019年度 

小学校 学年 人数 登録率 人数 登録率 人数 登録率 

伊達西 

小学校 

１年生 12 26.1％ 15 25.9％ 9 15.8％ 

２年生 18 28.1％ 14 28.6％ 11 19.3％ 

３年生 28 37.3％ 16 24.6％ 8 17.4％ 

４年生 5 9.3％ 17 23.9％ 4 6.2％ 

５年生 8 14.3％ 3 5.7％ 6 8.5％ 

６年生 4 7.0％ 3 5.6％ 0 0.0％ 

計 75 21.3％ 68 19.4％ 38 10.9％ 

長和 

小学校 

１年生 

 

2 25.0％ 3 37.5％ 

２年生 7 58.3％ 1 12.5％ 

３年生 4 33.3％ 6 50.0％ 

４年生 6 46.2％ 2 18.2％ 

５年生 4 25.0％ 1 6.7％ 

６年生 8 44.4％ 2 12.5％ 

計 31 39.2％ 15 21.4％ 

※ 人数は各学年の１回目事業実施日の登録者数 

  

【今後の方向性】 

放課後児童クラブは、現状においても、登録者数が定員数を上回っているが、事前申し込

みによる参加形式で実施していることから、実際の事業実施にあっては定員の範囲内で継続

することが可能であると見込まれる。 

今後は、学校統合の進捗も踏まえ、放課後児童クラブと放課後子ども教室との一体的な実

施を目指すことでボランティアスタッフの確保といった課題にも対応可能な方策を検討す

る。 

 

【表５-30】 

（人） 

 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

①量の見込み 計 459  452  446  421  392  

 １年生 124  122  122  113  105  

 ２年生 117  115  115  107  99  

 ３年生 93  92  92  86  79  

 ４年生 84  82  78  77  73  

 ５年生 31  31  29  29  27  

 ６年生 10  10  10  9  9  

 低学年 計 334  329  329  306  283  

 高学年 計 125  123  117  115  109  

②確保の内容（定員） 415 415 415 415 415 
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６ その他事業の量の見込みと提供体制 

 

（１）妊婦健康診査 

【事業内容】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実

施するとともに、妊娠期間中、必要に応じた医学的検査を実施する。 

 

【現状】 

経済的負担を軽減させるため、妊婦一般健康診査受診票（14枚）、超音波検査受診票（４

枚）・産婦健康診査受診票（２枚）を交付している。 

 

【表５-31】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 延回 3,622 2,761 2,726 2,806 

 

【今後の方向性】 

妊婦健康診査への助成について、現状の体制を継続する。 

 

【表５-32】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 延回 2,268  2,296  2,240  2,184 2,100  

確保の内容 延回 2,268  2,296  2,240  2,184 2,100  
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用語の解説 

（２）養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

【事業内容】 

保護者の養育能力を向上させるため、養育の支援が特に必要な家庭を訪問し、指導・助言、

相談、支援を実施する。 

また、児童虐待の早期発見、未然防止のため、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児

童対策地域協議会※1）機能の強化を図り、要保護児童対策調整機関職員やネットワーク構成

員（関係機関）の専門性強化、ネットワーク機関間の連携強化を図る取り組みを実施する。 

 

【現状】 

国の制度に基づく事業は実施していないが、乳児家庭全戸家庭訪問事業等により、支援が

必要な家庭に対し、継続して支援を実施している。 

 

【表５-33】 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

実績 人 - 27 35 49 

 

【今後の方向性】 

現状の支援体制を継続し、また、要保護児童対策地域協議会の関係機関等との連携を強め、

情報の収集及び共有を図ることにより、児童虐待の早期発見・未然防止に努める。 

 

【表５-34】 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

量の見込み 人 32 31 29 28 28 

 

 

（３）利用者支援事業 

【事業内容】 

子どもとその保護者が、幼稚園・保育所・認定こども園等の施設選択や一時預かり事業、

放課後児童クラブ等の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、利用者の身近なところで情

報収集・提供、相談対応、助言を実施するとともに関係機関との連絡調整などを実施する。 

 

【現状と今後の方向性】 

国の制度に基づく事業は実施していないが、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

を、市健康福祉部の各課や子育て支援センターにおいて実施している。 

今後についても、利用者が適切な施設や事業等を円滑に利用できるよう支援を継続する。 

 

 

 

 

                                         
※1  

要保護児童対策地域協議会：虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見

や適切な保護を図るために、関係機関でその子ども等に関する情報や考え方を共有できるよう

協議を行う場。
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（４）ファミリー・サポート・センター事業 

【事業内容】 

子どもの預かり等の援助を受けることを希望する人と、援助の実施を希望する人との相互

援助活動に関する連絡・調整を実施する。 

 

【現状と今後の方向性】 

事業は実施していないが、既存の施設やサービスで充足しないと見込まれる場合、必要に

応じて検討する。 

 

 

（５）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

【事業内容】 

保護者の世帯所得等を勘案して、特定教育・保育施設※1等に対して保護者が支払うべき日

用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要

する費用等を助成する。 

 

【現状と今後の方向性】 

事業は実施していないが、令和元年 10月から始まった幼児教育・保育の無償化を踏まえ、

必要性について検討する。 

 

 

（６）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

【事業内容】 

多様な事業者の新規参入を支援するほか、特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定こ

ども園の設置者に対して、必要な費用の一部を補助する。 

 

【現状と今後の方向性】 

事業は実施していないが、事業者から申請があった場合、必要に応じて検討する。 

                                         
※1 特定教育・保育施設：市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する幼稚園・保育

所・認定こども園。施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれない。 
用語の解説 
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計画の推進に向けて 

 

１ 計画推進に向けて 

本計画では、乳児期の教育・保育、地域の子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保

の内容及びその時期などを定めました。本計画の推進にあたっては、保育・教育事業に対す

る市民のニーズに応えるため、必要なサービスの確保と質の向上を目指すことが求められま

す。 

このため、関係機関と連携した横断的な施策に取り組むとともに、保育所・幼稚園などの

子ども・子育て支援事業者、学校、市民などの多くの方の意見を取り入れながら取り組みを

推進することとします。 

 

 

２ 計画の進行管理 

本計画に実行性をもたせ推進していくためには、計画に基づく施策の進捗状況とともに、

計画全体の成果を検証することが重要となることから、「伊達市子ども・子育て会議」にお

いて、その進捗状況を確認・評価し、検証することといたします。 

また、各事業の実施にあたっては、伊達市子ども・子育て会議での検証結果に基づき、必

要に応じ改善を図るため、各年度、施策の見直しや計画の修正を実施することといたします。 
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資料編 

 
１ 子ども・子育て会議開催状況 

 

年 月 日 協議内容（関係分） 

2018年12月４日（火） 第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

2019年３月20日（水） 
第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果（速 

報）について 

2019年７月９日（火） 
第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果の報 

告について 

2019年11月15日（金） 第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

2020年３月２日（月） 第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 

２ 伊達市子ども・子育て会議 

 

（１）伊達市子ども・子育て会議条例 

 

   伊達市子ども・子育て会議条例 

平成27年12月11日 

条例第32号 

改正 平成28年３月16日条例第６号 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規

定に基づき、伊達市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 法第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し識見を有する者その他市長が

必要と認めた者のうちから、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 子ども・子育て会議は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。 

（守秘義務） 
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第８条 委員は、子ども・子育て会議の職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この条例による最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

（非常勤特別職職員の報酬に関する条例の一部改正） 

３ 非常勤特別職職員の報酬に関する条例（昭和48年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成28年３月16日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

（２）委員名簿 

  推薦団体 氏名
シメイ

 職 

会長 保育所（保育関係） 大越
オオコシ

 郁夫
イ ク オ

 伊達保育所長 

副会長 伊達商工会議所 中村
ナカムラ

 健蔵
ケンゾウ

 伊達商工会議所専務理事 

委員 伊達市民生委員児童委員協議会 鳴海
ナ ル ミ

 摩
マ

里子
リ コ

 主任児童委員 

委員 室蘭公共職業安定所 冨田
ト ミ タ

 稔
ミノル

 室蘭公共職業安定所伊達分室主任 

委員 幼稚園（教育関係） 鬼
キ

澤
ザワ

 和裕
カズヒロ

 学校法人伊達育英学園事務長 

委員 伊達市校長会 立花
タチバナ

 和実
カ ズ ミ

 伊達市校長会事務局長 

委員 伊達市ＰＴＡ連合会 池田
イ ケ ダ

 茂樹
シ ゲ キ

 伊達市ＰＴＡ連合会副会長 

委員 伊達肢体不自由児者父母の会 星
ホシ

 香里
カ オ リ

   

委員 連合北海道伊達地区連合会 伊藤
イ ト ウ

 大輔
ダイスケ

 
連合北海道伊達地区連合会事務局

長 

委員 公募（人材バンク） 岩
イワ

花
ハナ

 幸子
ユ キ コ
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